
志布志市庁舎等の在り方検討委員会（令和２年度第１回）

会議概要

開催日時 令和２年８月21日（金）13：30～15：30 

開催場所 志布志市役所志布志支所５階会議室（東） 

出席委員 鰺坂徹委員（鹿児島大学理工学研究科（工学系）教授） 

片野田拓洋委員（鹿児島大学法文学部准教授） 

畑山昭俊委員（志布志市校区公民館連絡協議会） 

吉國政信委員（志布志市認定農業者会） 

福田快文委員（株式会社 志布志まちづくり公社） 

井沼正典委員（志布志市港湾振興協議会（志布志サイロ 株式会

社代表取締役社長）） 

田代雅美委員（志布志市ＰＴＡ連絡協議会） 

下曽小川省一委員（特定非営利活動法人 三方良） 

嶽野拓郎委員（公益財団法人 新大隅青年会議所） 

﨑田三奈委員（子育て世代） 

田川貴雄委員（移住者） 

欠席委員 有馬美津枝委員（社会福祉法人 志布志市社会福祉協議会） 

事務局 西洋一（企画政策課長） 

橋本淳二（企画政策課長補佐） 

横峯博人（企画調整係長） 

草野頌平（企画調整係主事） 

関係課

長等 

北野保（総務課長） 

折田孝幸（財務課長） 

小山錠二（志布志支所長） 

河野穗積（総務課危機管理監） 

冨岡裕（建設課都市政策推進室長） 



会議の概要 

１ 開会 

２ 委嘱状の交付 

  委員を代表して鰺坂徹委員に市長が委嘱状を交付 

３ 市長挨拶 

  下平晴行市長挨拶 

４ 委員及び事務局職員の紹介 

  事務局において、委員及び後事務局職員をそれぞれ紹介 

５ 委員長及び副委員長の選任 

  設置要綱第５条第２項の規定に基づき、委員長及び副委員長の互選を行

ったものの、互選がなかったため、事務局から委員長に鰺坂委員、副委員

長に片野田委員を提案し、事務局案のとおり決定。 

６ 趣旨説明 

  企画政策課長が本庁舎移転基本方針（配付資料１）及び当該検討委員会

設置の趣旨（配付資料３）について、説明を行う。 

＜委員の意見＞ 

Ａ委員：基本的には今のこの計画を白紙に戻して、長期計画の中で本庁の全

ての課が１つの庁舎にある計画を立て、その中で志布志に移転をするな

ら、これだけの経費と場所が必要だという具体的な見通しを立てるべき

だ。そのような検討をしなかったのか。基本的には、全ての課を志布志支

所に持ってくるというのが基本的な考え方か。 

事務局：本庁舎移転は、市長の選挙公約であり、議会や市民に対して説明し

ている。まちづくりの拠点として本庁舎を志布志支所に移転をしたい。中

長期計画については、これまでの議会の中でも、庁内だけでの検討だけで

はなくて、市民の意見を聞きながらその意見を踏まえて最終的な判断をし

たいと市長は考えている。最終的には、本庁機能全体を移転したいという

思いであるが、具体的な課の配置、周辺施設の利活用については、様々な

パターンがあると思うので、財政的な面も含めて、この検討委員会を含め

て将来の本庁移転を含めて協議していくスタンスある。 

Ｂ委員：今、本庁舎を移転しないといけないのか。コロナ、災害等がある中

で無理して移転する必要があるのか。市民がそれを求めているのか疑問で

ある。移転をするなとは言わないが、移転ありきではなく、市民のことも

考えてほしい。 

事務局：本庁舎の移転については、条例改正や予算を含め、既に議会の意思

決定がされていることから、粛々とそれを進めていく必要がある。 

Ｂ委員：このような状況の中で、焦って本庁舎を移転する必要があるのか。 



事務局：様々な御意見があると思いますので、御意見を聞かせていただけれ

ばと考えている。 

Ｃ委員：市役所の位置を定める条例を改正したとのことだが、管理部門を移

すという内容なのか。本庁機能全体を移転するとなった場合、再度当該条

例を改正する必要があるのか。 

事務局： 条例改正の内容は、市役所本庁舎の所在地を改めるものである。

本庁機能全体を移転するとなった場合、再度当該条例を改正する必要はな

い。 

Ａ委員：管理部門が志布志支所に移転し、本庁の課が分庁することになる

が、災害時の危機管理の調整や指揮命令系統に支障を来すのでは。 

事務局：災害時においては、現体制でも本庁支所間の連携を取っている。本

庁が有明庁舎から志布志庁舎に移転したとしても、連携的なものについて

は、これまでと同様に対応していく。今後、テレビ会議システムを導入

し、避難所の状況等タイムリーな情報の伝達及び共有が可能になるものと

考えている。 

７ 協議 

 事務局において、会議資料（配付資料２）の説明を行う。 

＜委員の意見＞ 

Ｄ委員：耐用年数を考慮すると、志布志支所への本庁舎移転は一時的なもの

と捉えており、将来的には新庁舎が必要と考える。各地域に庁舎が分かれ

るのは仕方のないこと。港湾にある企業は、港湾商工課が志布志庁舎にあ

れば何も問題はないので、産業構造により庁舎を分けて、課の配置するこ

とが一番合理的だと思う。 

委員長：建築学会で鉄筋コンクリート造の耐用年数の見直しをしており、50

年以上持つという見解もある。庁舎を保存再生して、使用する県や市もあ

る。庁舎の残耐用年数が後20年だから建替えという短絡的に考えなくても

よいのでは。 

Ａ委員：資料に問題点が記載されているが、これは当初から言われていたこ

とであり、未解決のままである。増築や改修の経費を要するのであれば、

管理部門の移転のみでよいのでは。保健所も今後コロナ対応でどうなるか

分からない。また、タイヨー跡地等は津波の関係上、志布志支所より標高

の低い位置にあるので考えられない。 

委員長：津波については、資料（配付資料３の６ページ）があるので、事務

局から説明をお願いします。 

事務局：この資料は、平成31年３月に策定した志布志市津波防災地域づくり

推進計画の抜粋で、これまでの本市における津波災害ということで記載し



たものである。南海トラフ地震に関連する津波について、記載をしたとこ

ろであり、全て本市に対して津波が来たというものではなく、日本全国で

このような状況の被災があったということについて記載しているものであ

る。2010年のチリ沖地震については、本市で１メートル程度の津波が観測

されたという記録は残っている。 

委員長：歴史を紐解くと物凄い津波が今まで来ている。安政南海地震では地

震が立て続けに起こっている。地震はいつ起こるか分からないが、過去に

このような地震が実際に起こっている。歴史を紐解くことも非常に重要で

ある。 

Ｃ委員：今回の本庁舎移転に当たり、災害警戒本部の体制・参集方法等に変

更があるのか。 

事務局：災害警戒本部の体制の変更案は作成しているが、決定はしていな

い。防災計画の修正も必要である。本庁支所でそれぞれ体制を構築してい

くことになる。 

Ｅ委員：私は、以前消防団に所属していたが、災害時の指揮命令系統の体制

は整備されている。インフラが整備され、経済の中心は志布志地域であ

り、将来的に高い場所にどのように造るのかを委員で協議していかないと

いけない。 

Ａ委員：この狭い所に全体機能全体を持って来るというのは、不可能では。

全体像を作ってから移転すべきであったのでは。防災関係については、災

害警戒本部は１月１日以降は志布志庁舎に設置して、関係課長は有明庁舎

にいて、テレビ会議をして、意思決定や指揮命令をしていくことになるの

か。 

委員長：テレビ会議になると電源・通信の問題とかある。どういう災害が起

きるか分からなくなっているので、ここがダメなときは本部を移すとかそ

ういう柔軟な考え方があった方がいいかもしれない、個人的な意見で申し

訳ないが。 

Ｄ委員：志布志庁舎の裏の崖は大丈夫なのか。 

事務局：平成に入って、治山事業をしている。下には擁壁があって、法面に

ついてはコンクリートの法枠で固められている。草木に覆われて中の方は

よく見えないが。 

Ａ委員：本庁機能全体の移転となった場合において、増築する場合どの程度

予算を要するのか。そういうデータがないと判断できない。 

委員長：国土交通省・総務省が庁舎面積の基準を持っている。それぞれ基準

が違うが、試算してみてはどうか。 

Ａ委員：本庁舎機能全体の移転にお金がかかるのであれば、それを新庁舎建



設に回して、現状のままでもよいでは。 

事務局：中長期計画について、Ａ委員がおっしゃるような御意見を言っても

らうというのがこの会の趣旨であり、様々な意見をいただきたい。中期計

画となれば、先ほど事務局から説明があったように周辺施設も利活用しな

いと志布志庁舎は狭隘であるので、御意見をいただければと思います。 

Ｄ委員：商業の中心は、アピアや志布志高校周辺のサンキュー・ニシムタだ

が、この辺にスーパーは作れないが、タイヨー、ＮＴＴ跡地を何か有効利

用できないか。災害の見地からは標高の低い所に造るのはあり得ないとい

う議論もあるのかもしれないが、何かあったときには避難する手段を講じ

ておいて、周辺施設を有効利用して、本庁の本館が手狭であれば、別館と

いうのも１つではないか。庁舎だけではなく庁舎周辺の環境も検討すべき

では。 

委員長：志布志市でも様々なまちづくりに関する計画を作成していると思い

ますので、次回説明していただきたい。 

Ｄ委員：津波・災害時における避難経路、避難所等の安全面を含め安全な施

策があるから志布志庁舎が本庁であっても大丈夫だと。新庁舎を造る前の

前段として、何かあったときは大丈夫だという確証が欲しいと思う。 

委員長：今までの意見を聞いていると、防災に関して心配があるようですの

で、次回に防災関係の資料を準備いただければと思います。ほかに御意見

ありませんか。 

Ａ委員：確認です。職員の人数に対してどの程度庁舎の床面積が必要かとい

うデータが本当あるのか。新庁舎ではなく、増築した場合の。 

委員長：国土交通省と総務省が職員数が何人になれば何平方メートル必要と

いう基準を出している。市町村の規模で何平方メートルと算出できるはず

です。それと現庁舎を比較すればよいのでは。少し前の基準ですので、多

めに出てくるかもしれません。 

８ その他 

  次回の開催は、令和２年11月20日（金）を予定 

９ 閉会 


